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営業秘密・限定提供データとの比較での家畜遺伝資源についての考え方

営業秘密 限定提供データ 家畜遺伝資源

対象
秘匿を前提として管理されている技術上
又は営業上の情報
（顧客情報、製造方法、ノウハウ等）

他者への提供を前提として一定の技術的管理
がなされている電子データ
（地図データ、機械の稼働データ、市場調査デー
タ等）

家畜改良の成果として創造された、優秀
な形質を有する個体（家畜）の増殖・再
生産が可能となる情報財
（和牛の精液・受精卵等）

特性

秘密管理性
―

（秘密管理性のあるデータは対象外）
・近交係数の上昇を防ぐため、一定程度の遺
伝子交換が必須（秘密管理性は成立し難い）

・契約等によって家畜遺伝資源の利用者の範
囲、利用目的等を限定（限定提供）

・産肉能力、肉質等の点で差別化が図られる
（有用）

・改良は、優秀な能力（形質）を発現する遺
伝情報を集積させる行為（付加価値の高度な
蓄積）

・改良が継続して行われることで有用性が維
持される

・形質が子孫に一定程度遺伝して保持される

非公知性
限定提供性

（特定の外部の者への提供が前提）

有用性
相当蓄積性

「相当量」は個別判断。電磁的方法によって蓄積
されることにより価値を有するものが該当

― 電磁的管理性

不正使用によ
る損害の程度

競合他社に不正使用されて同様の製品が
作出されれば、市場競争力が著しく低下
し、甚大な損害が生ずる可能性

データは複製が容易。一度不正に流通すれば
輾転流通しやすいため、潜在的顧客が奪われ、
データの価値を毀損し、甚大な損害が生ずる
可能性

家畜遺伝資源は、家畜人工授精等により、
家畜の拡大再生産が容易。一度不正に流
通すれば輾転流通し、品質等において価
値の高い家畜が市場に流通する等により、
潜在的顧客や消費者が奪われ、改良努力
への投資回収が困難となる等の甚大な損
害が生ずる可能性
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「家畜遺伝資源」に関して想定される侵害行為類型（不正取得パターン）

（正当取得）

権原内の者Ｃ
（契約当事者、

種畜の管理委託を受けた者
等）

外部の者Ｂ
（契約等の範囲外）

管理侵害
＋Ｂの取得

（自ら使用して生産）

①＋Ｂの使用

①＋Ｂの譲渡

Ｃの権原外の使用
＋図利加害目的

二次転得者Ｅ

Ｃの権原外の提供
＋図利加害目的

Ｄの取得
＋

Ｂの不正取得
につき悪意（窃取、詐欺等）

所有者Ａ

・種畜（家畜遺伝資源）
を管理

・契約等で提供範囲、
利用目的を限定

（自ら使用して生産）

第三者Ｄ

事後的悪意＋Ｄの使用

⑥＋Ｄの譲渡

事後的悪意＋Ｄの譲渡

１

３
２

Ｄの取得
＋

Ｃの不正提供
につき悪意

⑥＋Ｄの使用

第三者が不正取得等が介在したことについて重大な過失により
知らずに、取得・使用・譲渡した場合の取扱いをどうするか。

５

４

７

８

８

９

７

９

Ａ 不正取得パターン

Ｂ 信義則違反パターン

Ｃ 転得パターン

Ｃの領得

６
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前回の専門部会（10/25開催）で議論された「家畜遺伝資源」に係る侵害行為のイメージ

家畜遺伝資源生産者Ａ

✓有体物（人工授精用
精液、受精卵等）と
価値（改良の成果） ・
遺伝情報（の集積）
が切り離せないもの

「家畜遺伝資源」

権原のある者Ｃ

取得

使用

使用

窃取、詐欺、
強迫等

取得
使用

不正な
経緯を
知って
又は

重過失により
知らないで

取得

使用

権原のない者Ｂ

※「不正な経緯」とは、Ｂの不正取得行為又は
Ｃの不正領得行為を指す。

取得時悪意転得者Ｄ

取得時善意転得者Ｅ

不正な
経緯を
知らず

取得

使用

権
原
の

範
囲
内
権
原
の

範
囲
外

※不正使用行為によって生じた侵害品の取扱い
①家畜遺伝資源の不正使用により生じた家畜及び家畜遺伝資源の使用・譲渡等（善意・無重過失者を除く。）
②①の不正使用により生じた家畜及び家畜遺伝資源の譲渡等（善意・無重過失者を除く。）

規制すべき行為の対象 規制行為の対象外

権
限
の

範
囲
外

使用

譲渡・引渡し・輸出
譲渡・引渡し・輸出

譲渡・
引渡し
・輸出

譲渡・
引渡し
・輸出

領得
(図利加害目的)

不
正
な
経
緯
を

事
後
的
に
知
っ
た

又
は
重
過
失
に
よ
っ
て
知
ら
な
い

権
原
の

範
囲
内

使用
権
原
の

範
囲
外

譲渡・引渡し・輸出

譲渡・引渡し・輸出

取引の安全とのバランスへの配慮

対象の捉え方

Ａの従業員、業務委託先、家畜遺伝資源購入者等

譲渡・引渡し・輸出

職務上の管理義務、
業務委託、

目的外利用禁止・
第三者提供制限等
条件付き購入
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詐取
等

譲
渡

譲
渡

譲
渡

使
用

譲
渡 ・・・

譲
渡

使用

使用

譲
渡

譲
渡

譲
渡

譲
渡 ・・・

譲
渡 ・・・

・・・

救済措置の範囲の検討

改良事業者

：救済措置の対象（案）

〔
一
次
侵
害
品
〕

〔
二
次
侵
害
品
〕

【
遺
伝
情
報
的
な
第
一
世
代
】

【
遺
伝
情
報
的
な
第
二
世
代
】

【
遺
伝
情
報
的
な

第
三
世
代
】

〔
三
次
侵
害
品
〕

〔
四
次
侵
害
品
〕

※１ 牛の生育期間が概ね１年強
であることを考慮すると、不
正使用により産出された子牛
の更なる不正使用（採精等）
までには、１年程度の猶予期
間あり

※２ 不正使用により産出された
受精卵を使用して子牛を産出
する行為の取扱い（二度目の不
正使用行為であることを捉えて
二次侵害と捉える or 遺伝情報
としては受精卵と同じであるた
め一次侵害と捉える）

※３ １と同様に、更なる不正使
用までに１年程度の期間あり

使用 使用

使用

※１ ※１

※２

※３
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流通管理の強化・契約等による保護の推進と不正な流通等の捕捉（イメージ）

種畜の飼養者 Ａ
（家畜人工授精所）

家畜改良協会 Ｂ

農協 Ｃ

他県、試験場 Ｄ

畜産農家

家畜人工授精所 家畜人工授精所

詐取等 不正に転売

流通する精液・受精卵
のストローへの表示

各流通基点で流通履歴に関する帳簿等を整備

契約等による正当な利用者の範囲の画定

✔ ストローに表示された生産情報から生産元を把握
✔ 流通履歴に関する帳簿等により流通経路をトレース
✔ 不正流出元を特定

流通管理の強化や契約等による保護を徹底するとと
もに、各地域・国が協力して在庫・利用状況等の把
握を推進

仮に不正な流通等が起きた場合でも捕捉可能性が高
まり、差止等により被害拡大の未然防止が可能に

契約等による利用目的の制限・転売禁止

不正流出？

✔ 流通する家畜人工授精用精液・受精卵のストロー
への表示義務なし

✔ どのような流通経路を辿るかが不明確
✔ 契約等による保護が不徹底

種畜の飼養者 Ａ
（家畜人工授精所）

家畜改良協会 Ｂ

農協 Ｃ

他県、試験場 Ｄ

畜産農家

家畜人工授精所 家畜人工授精所

現
状

今
後

✔ 各地域において、実情に応じた流通管理の仕組みを構築（国が適切な管理の
ための方針を示すなど、主導的に推進）

✔ 精液・受精卵の在庫・利用状況等を把握する体制の整備について、全国的な
観点から、国が主導して検討

（和牛遺伝資源の流通管理に関する検討会「中間とりまとめ」）

各地域、関係各者において、精液等の供給元は
様々、流通経路も多種多様

第三者
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